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区民相談課長：それでは、定刻となりましたので、始めさせていただきます。 

    本日はお忙しい中、ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

    本日は欠席者、松戸委員より所用のためご欠席のご連絡をいただいております。傍聴

の方は今のところございません。 

    続きまして、本日の資料の確認をお願いいたします。事前に送付させていただきまし

たが、ご持参いただいておりますでしょうか。 

    送付いたしました資料は、諮問資料２から４の資料、諮問資料５、６及び報告１の資

料で二度に分けてお送りしております。また、諮問資料１、諮問資料７及び諮問案件が

増えたことから、次第の内容が変わったため、差し替え分の次第を机上配付させていた

だいております。諮問資料３、４についても、記載内容に修正がございましたため、差

し替え資料を机上配付とさせていただきました。資料番号の上に差し替え分と記載させ

ていただいております。 

    なお、諮問資料１について、資料をお送りした際に、前回お配りした資料をお持ちく

ださいますようお願いいたしましたが、所管課より、前回お配りした資料についても一

部修正があるとの連絡がありましたため、資料は全て差し替えとさせていただきまし

た。 

    お手元の資料をご確認いただき、不足している資料がございましたら、お声がけくだ

さい。お持ちいたします。ご確認お願いいたします。 

    諮問資料１、諮問第１８号は、前回、令和３年度第２回審議会でご審議いただきまし

たが、継続しての審議となった案件でございます。諮問資料７、諮問第２４号は、二度

目に資料をお送りした際に、諮問依頼が届いた案件でございます。内容を確認した上

で、急ぎ諮問したほうがよいと判断し、今回の諮問とさせていただきました。 

    それでは、開会につきまして、草葉会長、よろしくお願いいたします。 

会 長：ただいまより、令和３年度第３回豊島区行政情報公開・個人情報保護審議会を開催し

ます。本日は諮問事項７件、報告事項１件を予定しております。会場が午前中のみの使

用となっておりますため、１１時３０分前後の終了を目指したいと考えております。皆

様のご協力をお願いいたします。 

    なお、本日は緊急事態宣言中でございますが、換気等、感染予防に配慮した上で開催

させていただくことを会長として判断させていただきました。 

    それでは、早々に審議に入りたいと思います。 

    それでは、議題に入りたいと思います。 

    議題の諮問事項につきまして、事務局より説明をお願いいたします。 

区民相談課長：それでは、豊島区行政情報公開・個人情報保護審議会条例第２条第１項の規定

に基づき、次の事項について諮問します。 

    諮問第１８号、私債券等管理支援事業の委託に係る措置。 

    諮問第１９号、マイナンバーカード申請サポート窓口業務委託に係る措置。 

    諮問第２０号「としま子ども若者応援基金」を活用したひとり親家庭への食糧支援に

係る児童扶養手当受給者の個人情報の目的外利用。 
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    諮問第２１号、としま子ども若者応援基金を活用したひとり親家庭への食糧支援事

業の委託に係る措置。 

    諮問第２２号、在宅医療・介護連携のための完全非公開型ＳＮＳの導入のための電算

処理。 

    諮問第２３号、在宅医療・介護連携のための完全非公開型ＳＮＳの導入のための電子

計算機の結合。 

    諮問第２４号、死産届に関する個人情報の目的外利用。 

    以上、７件でございます。それでは審議のほど、よろしくお願いいたします。 

    なお、ご発言いただく際は、録音の関係から、必ずお近くのマイクをご使用ください

ますようお願いいたします。ご使用の際はスイッチを押していただき、発言が終わった

際はスイッチをお切りくださいますようお願いいたします。 

会 長：それでは、審議に入りたいと思います。 

    諮問第１８号につきましては、前回からの継続案件でございます。前回における委員

の皆様のご意見を総括しますと、当該委託事業については、個人情報である住所、氏名

の提供を必要とする根拠が不明であるというものでありました。所管課を代表する収納

推進担当課長から事業内容及びそれに係る個人情報の必要性についての説明を再度い

ただいた上で判断をするといった内容で継続審議となったものであります。よろしくお

願いいたします。 

区民相談課長：資料１、諮問第１８号について、収納推進担当課長よりご説明申し上げます。

なお、会長からもご説明いただきましたとおり、諮問第１８号は前回からの継続案件で

ございます。本日は、前回、委員の皆様のからいただいた疑問点について、特に収納推

進担当課長からご説明いたしたいと存じます。 

会 長：推進担当課長、お願いいたします。 

収納推進担当課長：では、件名、私債権等管理支援事業の委託に係る措置につきまして、前回

に引き続き、改めての諮問となります。恐縮でございますが、どうぞよろしくお願いい

たします。 

    まず、前回配付しました資料の中で１点修正がございますので、その説明をまずさせ

ていただきたいと思います。 

    資料１、諮問資料（業務委託）をお取り出しください。 

    項番２、業務の内容の中の、２、該当者等のところでございます。前回は、私債権等

の所管課の私債権等管理台帳に登録された債務者、約１万２，０００人という記載でご

ざいました。この１万２，０００人という数は可能性がある数ということで、実際に個

人情報を提供する数とは違っております。実際に提供を想定している数は、令和３年度

は３００件程度、令和４年度、５年度につきましては、各年度１，２００件程度でござ

いますので、修正をさせていただきたいと思います。 

    続きまして、今回ご用意しました資料を用いた説明をさせていただきたいと思いま

す。 

    資料、私債権等管理支援事業の業務委託に係る個人情報の提供についてという資料
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をお取り出しください。 

    まず、項番１、改めまして業務の目的と委託理由、内容を説明させていただきます。

    今回の事業の背景としまして、令和元年度行政監査指摘を受けたところでございま

すが、私債権等の収入未済額が増加しているという問題がございます。そのため、負担

の公平及び債権管理の合理化・能率化の両立を図るために、早急な対策を取ることが求

められている状況でございます。 

    公正・公平性と合理的効率性を両立しての債権回収には、専門的なノウハウの蓄積が

必要であるところ、現在、所管課にはそのノウハウというのが欠けているという状況で

ございます。そのため、令和３年度から５年度に限り、債権管理のための現状分析、債

権回収プランの作成等による支援を法律事務所に委託し、全庁的な債権管理支援体制を

構築するということを考えているところでございます。 

    なお、本事業におきましては、私債権等の滞納者というのは、生活保護受給者等、生

活困窮者も多いところから、個々の債務者の生活状況に十分配慮しながら、適正に債権

放棄を行っていく局面が大きいかと思っております。一方で、不正受給であるとか、真

に悪質な滞納状況と認めた場合の適切な対応等、改めて今後の債権管理が適正、合理

的、かつ公平なものへと向上に資するべく実施していきたいと思っているところでござ

います。 

    続きまして、項番２、前回、第２回、諮問第１８号の主な質疑でございます。表に３

点ほど、まとめさせていただきました。 

    前回、問題になった点としましては、一つ目として、受託事業者（法律事務所）への

相談では、氏名、住所等を出さず、Ａ、Ｂと記号化して相談できないか。氏名、住所等

の提供が必要なケースはどういうものがあるのかという点がまず一つと。 

    二つ目としては、相談案件の類型化とはどういったものか。 

    資料裏面をちょっとおめくりください。３番目として、弁護士に相談するときは、利

益相反行為とならないよう、氏名等の個人情報を提供する必要があるのではないかとい

う三つの質問が主だった質問だったと理解しております。 

    それでは、表に戻りまして、その質問に対して今回、ご回答、補足説明をさせていた

だきたいと思います。 

    まず、一つ目の質問に対してでございますが、前回の審議会の中では、初めに、複数

の類似した案件を一つに類型化して、氏名、住所等の個人情報は提供しないことを考

え、そういった説明をしたところでございます。別表の資料を配付してございますが、

ご確認をお願いします。 

    別表、前回審議会で説明した類型化のイメージでございます。これは、生活福祉課の

生業資金ということを例にして、どういったイメージを前回していたかという説明をさ

せていただきます。 

   表の項目として、左上、借受人氏名、右に行きますと、年齢、住所、少し飛びまして保

証人の氏名、住所。また、その右側に行きますと、貸付額、残額、その後、記録といっ

たような表があったとした場合に、この名前を例えばＡ、住所を小文字の a とか、また
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は保証人の氏名についても a－１といったように記号化をして、個人を特定できない形

で渡すということを考えておりました。 

    こういった似た案件につきまして、法律事務所のほうから、何らかの回答、プランの

回答をいただきましたら、似た案件は区がマニュアルを基に処理をしていくということ

を前回考えていた次第でございます。 

    また資料にお戻りください。 

    こういったことを前回考えたわけでございますが、前回の審議会の後、改めて制度検

討に向けて相談をしている法律事務所に確認したところでございますが、こういった氏

名、住所等を記号化した場合、次の点が課題になるとの示唆を得たところでございま

す。 

    まず、①として、記号化のミス及び対象者の取り違えのリスクが、区及び受託事業者

双方にあることでございます。この記号化のミスというのは、関係者が多くなった場

合、例えば、本人、配偶者、親族、保証人と関係者が多くなったときに、また、書類も

複数枚存在するようなときに、Ａ、Ｂ、Ｃという記号化を取り違えてミスしてしまうと

いうところが、まず１点。 

    取り違えのリスクというのは、例えば法律事務所のほうから、こういった込み入った

案件で、なおかつ、いろいろな課から同時に相談を持ちかけられる状況の中で、一つの

案件について、Ｂさんに対して何々してくださいという提案を述べようとしたところ、

法律事務所のほうで誤って、Ｃに対して何々してくださいと取り違えてしまうおそれが

あるというところでございます。 

    続きまして、②でございます。受託事業者にとって、記号化された書類等を見ただけ

では、その相談対象者の進捗状況が具体的、かつ正確に確認できないため、アドバイス

等も具体的に伝えにくいということがございます。これは、例えば弁護士のほうから、

その相談の方の住民票を取ってくださいと言われたときに、区のほうで住民票を取っ

て、その住民票の名前等を記号化した上で、弁護士に取ってきましたと見せたとして

も、その住民票が真に相談者のものかどうか当然分からない状況がございます。そうい

った意味で、ちゃんと指示したことが履行されているかどうかの確認が取りづらいとい

うことでございます。 

    ③として、今後、債権放棄等、具体的な処分を行っていくに当たっては、本人及び保

証人の収入、支出、資産、負債の状況など、そういった状況を総合的に加味した上での

判断が必要になります。その相談、支援の上では個人情報の提供が不可欠になってくる

ということでございます。 

    こういった実務上の点から、委託目的を実現するために、氏名、住所等の情報を提供

する必要があると考えるところでございます。 

    その下の丸印でございます。もう一つ、氏名等が必要な理由としまして、先ほど申し

たことと表裏のこととなりますが、氏名、住所等が記号化されていたとしても、弁護士

法等に規定されています利益相反行為に当たる可能性がある限り、相談に対する具体的

な回答は得られないということを確認したところでございます。 
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    したがいまして、前回の審議会の説明では氏名、住所等の個人情報は提供しないとい

った説明をしたところでございますが、大変恐縮ではございますが、それを撤回させて

いただきまして、受託事業者への相談・検討対象とする案件につきましては、その相談

の当初の段階から、氏名、住所等を含んだ情報を提供する必要があると考えているとこ

ろでございます。 

    件数につきましては、先ほど修正の説明をしたとおり、令和３年度は３００件程度、

令和４年度、５年度は各年度１，２００件程度を想定しているところでございます。 

    続きまして、質問の二つ目につきましての回答でございます。裏面をご確認くださ

い。 

    まず、債務者の多い課については、全ての債務者を相談案件として依頼することがで

きません。多い課につきましては１，０００件を超える滞納者を抱えている課がござい

ますので、全件依頼ということは難しい状況でございます。ですので、債務者の状況に

応じて優先順位をつけることで、その処理をしていく必要があると考えているところで

ございます。 

    一方、債務者の少ない課につきましては、本委託に向けて、必ずしも類型化を実施し

ないということを考えております。類型化せず、少ない課ですと数件、または十数件と

いう課もございますので、その案件を全て、そのまま相談に回すということを考えてい

るところでございます。 

    こういった類型化の手順をもう少し詳しく説明するべく、別紙をご用意しておりま

すので、別紙をご確認ください。 

    相談案件を処理依頼するためのフロー図でございます。まず、一つ目として、債務者

が多い課の類型化のやり方でございます。一番上に、債務者（私債権等管理台帳等）と

ございます。これが多い課ですと、数十件、１，０００件といった数を持っているとこ

ろでございますが、それをまず、相談案件を選定するということを考えております。選

定の基準は、例として、まず、Ａ、未収金額の多い順、Ｂ、時効到来までの期間が短い

順、Ｃ、債務者が生きているか、死んでいるか、Ｄとしては、居住地が区内なのか、都

内、都外なのかといったような、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄといったふうに、まず類型化すること

を例として考えております。 

    このグループ化されたＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの中で、実際に相談に回せるのは月に１００件

程度でございます。その中でさらに優先的に回していくかにつきましては、所管課事務

局で調整をしながら行っていくということを考えております。 

    また、この段階で選定されなかった案件につきましては、右側の矢印にあるとおり、

また違う基準を考えるとか、またはイレギュラー案件としてそのまま出すかとか、そう

いった検討もしていきたいというところでございます。 

    選定が終わりましたら、こういった私債権等管理台帳等を紙ベース、またはＣＤとい

った形で提供していくわけですが、受託事業者のほうで、それを見ながら、債務者個々

の債権回収プランを作成していくということになります。 

    この債権回収プランの作成については、その下に説明がありますとおり、その案件を
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見て、回収をしていくのか、または欠損手続を行っていったほうがいいのかという判断

をしていただくところでございます。その中において個人情報の確認、時効期限までの

時期といったものを確認しつつ、誰に書面を送付するのか、電話するのかというのを決

めていく。このプランの作成については、相談台帳等を渡して、すぐにプランができる

というものではありません。※印にありますように、何度か所管課と受託事業者との間

でやり取りをし、手順を踏みながら、プランが出来上がっていくというものでございま

す。 

    プランの提示が行われましたら、区のほうでプランの実施をし、その実施内容を債権

管理マニュアルの中に落とし込んでいく。マニュアルについては、改めて受託事業者に

確認をしていただくというところを考えているところでございます。その上で、相談に

回せなかった案件につきましては、マニュアル等を見ながら、区のほうで処理をしてい

くということが、今回の業務委託のスキームでございます。 

    ２番、債務者が少ない課について書いてございますが、先ほど説明したとおり、類型

化する案件が少ないので、全ての案件を、個人情報を渡すということを考えているとこ

ろでございます。 

    いま一度、資料にお戻りください。 

    三つ目の質問、弁護士に相談するとき、利益相反とならないように、氏名等の個人情

報を提供する必要があるのではないかの質問につきましては、先ほど申した上記１のと

おり、弁護士法第２５条等の規定に該当しないかの確認が必要となるということでした

ので、相手方を特定するために氏名、住所等の個人情報が必要となるところでございま

す。 

    続きまして、項番３でございます。事業者に提供する個人情報でございます。（１）

私債権等管理台帳、（２）生活状況申立書を今想定しているところでございます。この

書類に書かれている氏名、住所等、または債権の状況といった個人情報を提供すること

を想定しているところでございます。 

    続きまして、項番４、個人情報を必要とする理由でございます。これは先ほど申し上

げたとおり、（１）から（４）の理由を記載させていただいております。 

    最後、項番５、個人情報の取扱いでございます。紙、またはＣＤ－ＲＯＭ等の形態で、

相談票というのをまた別個作りまして、これは受領証等を兼ねるものでございます。そ

れとともに、鍵つきのケースに格納し、事務局の事務室内で受託事業者の方に来ていた

だき、所管課の職員にも来ていただいて、その場で書類等を手渡しで行うということを

考えているところです。また、個人情報の返還につきましても、支援が終わった段階で、

同様の方法で事務局の中で返還を行うということを考えております。 

    また、ここには記載はございませんが、今回の業務委託の受託事業者としましては、

法律事務所を考えているところでございます。弁護士の方には厳しい守秘義務が課せら

れております。個人情報の漏えい等には十分注意をしながら、業務委託をしていきたい

と考えているところでございます。 

    この業務委託により、所管課が私債権等の滞納処理のためのノウハウを身につける。
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または区全体として問題となっております収入未済額を圧縮していくといったように、

区としても重要な事業であると思っておりますので、改めてご審議のほどをよろしくお

願いします。 

    私のほうからは以上でございます。 

会 長：お願いいたします。 

会計管理室長：補足の説明させていただきます。恐れ入りますが、今回の業務の内容の中に、

債権管理マニュアルの整備といったような目的がございますので、そこにつきましての

み簡単にご説明をさせていただきたいと存じます。 

    本日、追加の資料といたしまして、私債権等管理マニュアル抜粋しました３０ページ

ほどのものをご用意させていただいているところでございます。 

    平成２４年に会計課が作成いたしましたマニュアルでございまして、本来、このマニ

ュアルに従いまして管理をするところでございます。私も会計管理に着任をさせていた

だいて、内容等を見て、当初は、これでいけるのかなというふうに思っていたところで

ございますが、例えばでございますけれども、後ろから２枚目の２５ページをお開きい

ただけると、ありがたく存じます。 

    ２５ページにつきましては、第２１項、債権放棄について記載されているところでご

ざいまして、その中の②私債権の消滅時効に関する放棄といったようなものを、例えば

例示として挙げさせていただきたいと思います。 

    この下、②のところにつきましては「消滅時効」の記載がございまして、その５行目

ほど下に下りていただきますと、時効が完成しただけでは債権が消滅しないので、放棄

の手続が必要ですというふうに書かれているわけですが、では、この放棄の手続をどの

ような形で判断していくのかといったような部分がこのマニュアルにはございません。

    また、③の「著しい生活困窮状態による放棄」といったことで、※印がその下、２行

ほどにございまして、生活保護の適用基準の概ね１．２倍といったような基準はござい

ますけれども、一方、このページの下から５行目ほどをご覧いただきますと、「保証人

が付されている私債権等であって」というふうにございまして、保証債務について書か

れているわけでございますが、「原則として、主たる債務に対する債権放棄は行うべき

ではない」といった記載になっております。これでは、ブレーキとアクセルが書かれて

いるわけですけれども、そのあんばいなどは、このマニュアルだけですと、各所管課の

ほうに判断させるのがちょっと酷なのかなというふうに感じているところでございま

す。 

    したがいまして、今回の委託事業を通じて、各所管課のほうが、そういったものにつ

いて法律事務所のほうと相談させていただいて、それをマニュアルに反映させていくと

いったような形で、今のマニュアルをさらにグレードアップしていきたいというふうに

思っているところでございます。そういったことも含めまして、個人情報の管理には十

分注意をしながら、この事業に取り組ませていただきたいと考えているところでござい

ます。 

    私からは以上でございます。 
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会 長：事務局のただいまの説明につきまして、なにかご意見、ご質問はありますでしょうか。

    では、Ａ委員からお願いします。 

Ａ委員：最初、僕が質問したので、前回のときも、ちょっとその件で。個人情報の氏名と住所

というのは、これからは全員出すということですかね。 

会 長：課長。 

収納推進担当課長：相談に挙げる案件につきましては、全て出すというところでございます。

Ａ委員：はい。前回も言いましたけど、内容自体は重要なことかなと思って、特に専門家に依

頼するというのも大切なことかなとは思うんですけれども、センシティブな内容につい

て、区役所以外のところの第三者に出すということは、やはり慎重にやるべきではない

かなというので、前回の質問をさせてもらって、特に個人情報を出すところというの

は、多分皆さん、区役所内で共有されるものに関しては、ある程度理解はしているのか

なと思うんですけど、第三者に出すということまでは理解していない。それに対して、

この審議会で決を採ってやるということだと思うんです。 

    ただ、今回の件は、１から３までいろいろ必要な情報というのがあるんですけど、こ

こら辺、僕自身どうかなと思うんですけど、ただ、前提として、弁護士事務所に依頼す

るときに、利益相反チェックをしなければいけないということであれば、それは業務委

託の段階で出さなければいけないということがあるので、そうしたら、もう仕方がない

のかなという気はしています。 

    なので、私自身としては、そういう相談の情報とか、個人情報に関して出すのは、利

益相反のチェックに必要ということであれば、賛成というか、仕方がないことではない

かと思っていますけど、慎重に使ってもらいたいなと思っております。 

会 長：Ｂ委員。 

Ｂ委員：私も、まず、区役所の中で類型化をして、そこから出すということは、ちょっとなか

なか大変かなと思っていたのが１点ですね。 

    今回の話を聞くと、イメージとしては、この業務を、いわゆる私債権の管理業務を免

除するとか、ちゃんと場合によっては訴訟するとか、そういうことについて、区はノウ

ハウがないので、弁護士さんにアドバイスをもらいますということであれば、もう全て

の案件が弁護士に相談をしないとできないと。そういう業務委託だとすれば、そういう

ことなのかなと。 

    いや、そうではなくて、一部なんですよという話があったのと、それから、前回言っ

たように、実際にそういう可能性があるみたいなお話だったので、仮定として、そうい

うことがある可能性があるという諮問なのかとちょっと思っていましたが、今回、そう

いうことでいえば、その二つの疑問はほぼ解決されたかなと。仮定の話ではなくて、相

談をするのであれば、全て弁護士事務所のほうに情報を出さないとできないんだという

ことの理解に大体至りました。 

    ただ、一応確認をしたいのは、そういう点では、当初、１万２，０００人ぐらいの対

象者がいるんだけれども、該当者数としては、令和３年度は３００件程度で、令和４、

５年度は各年度１，２００件程度。そうすると、２，７００件程度というふうになる理
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由というか、この数字の根拠、ここをもう一回説明してもらえたらいいかなと思うんで

すが。 

会 長：課長からお願いします。 

収納推進担当課長：２，７００件の根拠でございますが、これは、法律事務所に月のうちどれ

ぐらい処理をしていただけるかという確認の中で、月１００件程度であろうというとこ

ろから導き出した数字でございます。 

会 長：Ｂ委員。 

Ｂ委員：それと、逆に言えば、どんどんやっていけば、全部法律事務所に相談しなくてもでき

る案件も出てくるということを想定しているということではないんでしょうか。 

会 長：事務局のほうから。 

会計管理室長：今、ご指摘いただいたとおりでございまして、基本的にはノウハウの不足を補

っていくのがこの事業の目的でございます。したがいまして、次年度以降１，２００件、

１，２００件というふうに申し上げましたけれども、例えば令和４年の１，２００件の

中で、相当程度マニュアルのほうも整備をされて、次の年はそこまでやる必要がないよ

といったようなことになれば、独立して区の職員がやっていくといったようなことも考

えられるのかなと思っております。しかしながら、一方、難しい点があれば、やはり１

年でというのもなかなか酷かなというふうに思いますので、３年ほどお時間をいただき

たいというふうに考えているところでございます。 

Ｂ委員：分かりました。ありがとうございます。 

会 長：Ｃ委員。 

Ｃ委員：すみません。質問というより意見なんですけれども、私は基本的に、弁護士に相談す

るときには、弁護士のほうが、自分が依頼を受けたり、信頼関係に基づいて相談を受け

た事件であると、反対当事者からの新たな委任は受けられないという意味で、やはり責

任を持って仕事をする上で、氏名・住所というのは本人の特定のために必要な情報だと

思っていますので、今回のように相談するときには、提供するという扱いのほうが適切

であるというふうに考えます。 

    それで、月１００件ということなんですけど、それも割と大きな規模の事務所だから

可能なんだと思うんですけれども、債権回収でもかなり弁護士の業務はオーダーメイド

で、その人、その人個人のケースによって、背景とか生活状況とか、その人が収入があ

るか、健康状態、家族の援助、そういうことも含めた上で、これは取るべき、回収まで、

取立てまで進んでいくべき案件なのか、それはもうコストがかかるだけで訴訟なんか絶

対にするべきではないのか、区であると、もう債権放棄するのかというような判断をし

ていくと思うので、すごく多数あるということで、そのノウハウなどは蓄積されていく

ということはあると思うんですけれども、最初のところは機械的な処理ができるもので

はないので、かなり数の限定は、その意味で月１００件というのは妥当なところかなと

いうふうに感じました。 

    それから、センシティブな情報なんですけど、ここにリストがある情報の項目全部だ

とすごくセンシティブなんですけど、多分、普通の市が施設を使わせるとか、いろんな
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私債権が発生する状況を考えると、必ずしも債務者のこういう経済条件や資力や、全部

のことを知っている、情報を持っているわけでもないと思われますので、これは債権回

収するときに、では、債務者にどういう財産があったり、可能性があるだろうかという

ことで、こういう項目があったら知りたいですし、聞き取りを弁護士のほうはすると思

いますけれども、多分ここまで分かっている債務者、相手方の方ばかりではないと思い

ます。ですので、そんなに実効的にどんどん回収ができるような財産があるという感じ

でもなく、多分困っている方が多いというお話があると思うので、実際は結構相談する

ことが債権放棄につながったり、一定の処理につながることで、相手方にとってもいい

利益になるという面があるのではないかなというふうに思いました。 

    そのくらいですかね。以上です。 

Ｄ委員：では、よろしいですか。 

会 長：Ｄ委員。 

Ｄ委員：私も今回の件はよろしいかと思うんですけど、前回、１万２，０００人について、全

て情報が出るかのような感じだったんですが、３００件とか１，２００件というふう

に、必要性の高いものに限定されているというふうなことで、個人情報の侵害の程度は

かなり下がっているのと、他方、それを提供する必要性が上がっているというふうなこ

とでよろしいのかなというふうには思っております。 

    ただ、一つだけお聞きしたいのは、これは、本人確認が必要な情報というのは、今後、

本人確認が必要になるときの情報の範囲は、どれぐらいになるのかということの関係

で、本人確認する場合は、普通氏名と生年月日でするんですかね。住所というのは、こ

れは別に住所が必要ないから出す必要がないという話ではなくて、本人確認が厳密に必

要になってくると弁護士事務所のほうが言ったら、これは氏名と生年月日で確認すると

いうふうなことで、この理由で出すのは氏名と生年月日の部分ということですかね。 

会 長：課長。 

収納推進担当課長：本人を特定するには、当然、氏名、住所でございます。ただ、弁護士事務

所に確認したところ、先ほど別表という形でお示ししたとおり、こういった氏名をＡと

か、住所を a とか記号化していったとしても、そのほかの具体的な情報を提供するよう

なときは、それは利益相反に当たる可能性があるということで、それは、たとえ名前が

記号化されていたとしても駄目だと、そういった判断でございました。 

会 長：はい、Ｄ委員。 

Ｄ委員：お聞きしたいのは、本人確認に使用する部分と、それから、本人確認のために出して、

それ以外の住所とか電話番号とか、記号化しようと思えばできるんですけど、これは個

人情報の保護の必要性が高いかどうかに応じて、匿名化すると行政コストが非常にかか

るのであれば、それはあえて処理しないで出すというふうな処理もあり得ると思うの

で、その部分、別に反対するというふうな意図ではなくて、ただ、本人確認する場合に

必要だというふうな説明でカバーされているのは、普通、氏名と生年月日、住所だと移

ってしまって、むしろ本人かどうか分からなくなってしまったりするので、この理由

で、つまり本人の利益相反とか、本人を特定するために出している部分というのは、氏
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名と生年月日で、それ以外は、わざわざ匿名化とか類型化の処理をすると行政コストが

非常にかさんでくるので、出さないというふうな説明もされているのかなというふうに

理解をして、それならよろしいのかなと思ったんですけれども。 

会 長：事務局からお願いします。 

会計管理室長：基本的には氏名と住所は、非常に重要なキーアイテムかなというふうに思って

います。と申しますのは、生年月日も含めて、いわゆる基本４情報とかという形で、我々

は考えることが多くございますけれども、今、ご指摘いただいたように、転居なさるケ

ースもありますし、豊島区程度の規模になりますと、同姓同名といったようなケースも

多々ございますので、氏名だけでは当然チェックできないですし、そこに住所が加わる

のがいいのか、住所については転居といったようなことがあるので、生年月日も加える

のかといったようなところについては、今後、具体的に受託先が決まりましたら、必要

な範囲を絞り込んでいきたいというふうに考えているところでございます。 

会 長：Ｄ委員。 

Ｄ委員：分かりました。では、本人特定に必要な範囲を絞り込んだ上で、ただ、そこが一番重

要な個人情報として出てしまいますし、また、件数が少ないというふうなこともありま

すので、あえてほかの部分の類型化の行政コストを上げる必要があるかというふうに考

えると、そこまでの必要はないのかなというふうな気もしますので、よろしいのかなと

いうふうに考えております。 

会 長：Ｅ委員、お願いします。 

Ｅ委員：私も前回質問させていただいて、もう先ほど出ましたけども、令和５年までかかると

ころを少しでも早くやれればということで、先ほどのお答えで、それでも難しい案件も

出てくるだろうから、５年まではという話も必要かというお話をいただきましたので、

理解できたところです。 

    １点、その上で、個人情報の取扱いというところで先ほどご説明がありましたけれど

も、５番の説明の中で、一定の鍵つきのケースで先方の事務所に運ぶということなんで

すけども、区役所内での取扱いはある程度想像できるんですけれども、先方での取扱い

をしっかり、もちろん法律事務所ですから、当然そういうことはやっていられると思う

んですけれども、こちら側としても先方に出向いていって、どのような処理がされるの

かというか、その点の確認はいかがなんでしょうか。 

会 長：課長、お願いします。 

収納推進担当課長：これは、この業務に限らず、個人情報の扱いでは業務委託先の現地調査等、

それもしっかりしながらやっていきたいと思っているところでございます。 

会 長：Ｅ委員。 

Ｅ委員：はい。了解できました。 

    もう一点、やはり私もこの件数が絞られてということで賛成をさせていただきます

けれども、この債権については、やはり所得の低い納税の方も多くいらっしゃると思い

ますので、目的は、先ほど言ったとおり、こちらの内部での構築というんですか、債権

の処理の構築というところでやっていただくわけですけれども、やはり豊島区は、今、
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取り組んでいるとおり、誰一人取り残さないということでは、本当に困った方がどう今

後なっていくかというところでは、納付相談をしっかり受けて、そのところをやはり併

せて取り組んでいただきたいということを要望させて、この案件に対しては是とさせて

いただきます。 

会 長：事務局からお願いします。 

会計管理室長：こういった形で、お認めいただいた際には、マニュアルの整備も並行して行っ

てまいります。そういった中で、今ご指摘いただきました丁寧な相談に応じていくとい

ったようなことを、各所管課のほうに徹底してまいりたいというふうに存じます。 

会 長：Ｂ委員からお願いします。 

Ｂ委員：先ほど、ちょっと質問だけして、最終意見を正式には言わなかったような気もして、

一言だけ。 

    皆さんから出ていますが、今回はこの業務委託をすることによって、適正な管理とい

うことをやるというのが目的であり、同時に、やはり払えない人にいつまでも債務があ

るからといってお金を取っていくということでは、結局解消しないことが結構あるわけ

ですね。 

    例えば３０万円や４０万円のお金があるけど、生活保護であれば、そこから、では、

幾ら返せるんですかと。５，０００円返すのは今すごい大変で。そうすると、もうずっ

とそれを返さなければいけないということだけが残って、ペナルティーになってしまう

ような部分も大いにあるので、あるいは、生活保護だけではないと思いますけど、やは

りその状況を見ながら、その方の自立というか、そういう状況を手助けしてやっていく

という方向も見出す必要もあるというふうに思っておりまして、そういう意味では、一

定の基準をつくって、いわゆる処理をするということも必要だろうと思っています。 

    皆さん、思っていると思いますが、やはりそこには区民との信頼関係をつくりなが

ら、ちゃんとやっていくというか、さっき言った取立てだけと、こういうふうになって

しまうとまずいと思いますが、そうではないというのがよく分かりましたので、もちろ

ん、個人情報の取扱いには注意をしていただきながらということで賛成をいたします。

会 長：議論も出尽くしたようですので、ここで確認をさせていただきたいと思います。 

    ただいまの事項について、これを是とする方は挙手をお願いいたします。 

（全 員 挙 手） 

会 長：全員挙手ということで、是とさせていただきます。 

    それでは、この諮問は終了して、次の諮問に移らせていただきます。 

区民相談課長：それでは、次の資料２、諮問第１９号について、総合窓口課長よりご説明申し

上げます。 

総合窓口課長：すみません。お待たせいたしました。 

会 長：着席して、ご説明いただければ結構です。 

総合窓口課長：それでは失礼して、着座で説明させていただきます。ありがとうございます。

    それでは２件目、マイナンバーカード申請サポート窓口業務委託に係る措置という

ことで、資料２をお取り出しください。これにつきましては、特定個人情報を扱うとい
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うことと、業務委託ということで諮問をいたすものでございます。 

    まず、こちらの諮問資料の本体の説明に入る前に、参考資料をご覧ください。 

    まず、マイナンバーカードの申請から交付までの流れを書かせていただいておりま

す。これをご理解いただけると、これから私が説明する内容を理解していただきやすい

と思います。 

    大きな四角が三つございまして、区民の方がいらして、下の段、左側が地方公共団体

情報システム機構、いわゆるＪ－Ｌｉｓというものです。ここは国と置き換えていただ

いても結構です。右側が区ということになっております。 

    マイナンバーカードを申請した区民の方は、Ｊ－Ｌｉｓに郵送、またはスマホで交付

の申請をすると。カードをこのＪ－Ｌｉｓが作成します。交付の事務は区が担っていま

すので、Ｊ－Ｌｉｓから区にカードが送られてきます。区で交付する準備をいたしまし

て、区民の方に、③ですが、交付の通知をします。通知を受け取った区民の方は、区役

所のほうに来ていただいて、受け取りをするということでございます。これが基本形で

ございます。これ以外の形もあるんですが、豊島区はこれを採用しておりまして、交付

時来庁方式というものでございまして、必ず本人確認のため１回は来ていただかなけれ

ばいけなくて、豊島区ではこの交付のときに窓口へ来ていただいて、本人確認をしてお

渡しをするということをやっております。 

    今回諮問いたします内容は、左上のほうにあります吹き出しのところです。このカー

ドの申請のところをサポートするというものでございます。 

    お戻りいただきまして、本体資料の項番２から説明申し上げます。業務の内容でござ

います。本業務は、個人番号カード、以下、マイナンバーカードというふうに申し上げ

ますけれども、申請時において、写真撮影や申請書記入補助等の業務を委託するもので

ございます。項番２のうちの１、２、３、４、内容から順次説明いたします。 

    内容です。マイナンバーカードの交付申請を希望するものの、ご自身で申請が困難な

方のために、必要書類（マイナンバーカード交付申請書等）の点検・写真撮影・申請書

への記入補助等のサポートを行います。なお、マイナンバーカード交付申請書の発行に

ついては区が行っているものでございます。先ほど申し上げましたとおり、区民の方は

ご自身で申請できるんですけれども、これがちょっと難しいという方に対してサポート

するという内容になっております。 

    該当者等ですけれども、マイナンバーカードの交付申請を希望する区民の方。 

    委託の理由です。総務省から各自治体に向けて、マイナンバーカードの取得促進の取

組の強化というのが要請されております。近年の申請・交付件数の増加による業務量と

いうのが増えておりまして、区職員が一定の期間、申請サポートというのを行うという

のがちょっと難しいというものでございます。なお、当該委託費用については、補助金

の対象でありまして、業務委託するほうがコスト面でも効果的でありますし、それほど

専門的な内容ではございませんけれども、民間事業者のサービスやノウハウ、これを活

用して、区民サービスが提供できると考えております。 

    効果でございますけれども、マイナンバーカードの交付申請を希望する方に申請サ
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ポートを行うことで、さらなる普及促進を図ることができるだろうと思っております。

    項番３、一括承認基準の該当の有無はございません。 

    項番４、過去の類似案件もございません。 

    項番５、諮問理由、新たな業務委託のためでございます。 

    項番６、取り扱う特定個人情報ですが、これは別表をご覧ください。 

    おめくりいただきまして、事業者が必要に応じて収集する情報となっておりまして、

これは交付申請書に書かれている情報でございます。氏名、住所、性別、電話番号、生

年月日、個人番号、顔写真ということでございます。①から⑥につきましては、利用者

に記入いただく個人情報です。記入漏れがないかなど、目視で確認が必要ということで

ございます。⑦顔写真につきましては、これは写真を撮って、プリントして、これを貼

るということでございます。これらの情報を取り扱うというものでございます。 

    本体資料にお戻りいただいて、情報の保護でございます。別紙１、特記事項を恐れ入

りますがお開きください。 

    変更したところは、第２条です。取り扱う特定個人情報等の範囲等ということで、先

ほど申し上げました取り扱う個人情報、これに範囲を限定しているというものでござい

ます。 

    本体にお戻りいただきまして、項番８です。ご審議いただく対象範囲でございますけ

れども、別表に流れ図があります。後ほどご説明いたしますけれども、二つございます。

（１）写真撮影における顔写真の取扱い、（２）申請書記入補助における特定個人情報

等内容確認の取扱いの２点でございます。 

    別紙２をご覧いただきたいと思います。 

    今回委託する業務フローが書かれております。審議する対象範囲は先ほど申し上げ

た２点でございます。表につきましては、表頭をご覧いただいて、区民の方がいて、右

隣が豊島区、業務委託ということでございます。パターンはⅠ、Ⅱ、Ⅲ、区民の欄を見

ていただくとありますけれども、パターンⅠをまず、基本形でございますので、これを

ご覧ください。 

    パターンⅠです。ＩＤ付交付申請書を持参してくるパターンということで、まず、Ｉ

Ｄ付申請書とは何かということで、欄外に注釈がございます。ＩＤとは、ＷＥＢサイト

申請用のＩＤ、２３桁の番号で、これはマイナンバーから生成するユニークな番号とい

うことでございます。スマートフォン申請用のＱＲコードが記載されております。郵送

のときにもこの番号を使えば、マイナンバーカードを記載する必要がないというもので

ございます。 

    申請書ですけども、まず、制度が始まった平成２７年度に一度皆さんにお送りをし

て、昨年末、令和２年１２月から３月にかけて、７５歳以上の方を除く未申請者の方に

もう一度お送りをしております。 

    表に戻っていただきまして、このパターンⅠです。そのＩＤ付申請書を持ってきてい

ただくというのは、一番多いパターンかなと思います。これを窓口に持ってきていただ

くと、まず、業務委託の欄をご覧いただきたいんですけれども、（１）写真撮影を行い
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ます。これは区保有のカメラで撮影をして、それをプリントアウトしまして、それを確

認いただいて貼ります。データは確認後、貼った後に削除します。これは、業者が削除

するわけですけれども、区職員もそのデータがきちんと削除されているということを確

認いたします。 

    その下です。（２）申請書の記入補助でございます。写真を貼り付けた後、記入漏れ

のチェック等を行います。 

    書類が整いましたら、来ていただいた区民の方にお返しをして、原則、区民の方にポ

ストに投函していただきます。これで申請完了。区民の方に投函していただくのは、最

終的に書類が用意できたけど、やっぱりやめようかなという方も場合によってはいらっ

しゃるかもしれません。最終的に、マイナンバーカード申請は任意でございますので、

そこも区民の方にお任せしているというものでございます。 

    表の豊島区の欄の下のほうに代筆希望というふうにあります。場合によって、その申

請書の代筆を希望された場合は、委託事業者ではなく、区職員の対応ということでエス

カレーションを考えております。 

    本体資料にお戻りいただきまして、ただいま８番まで説明いたしました。９番、委託

先です。本審議会承認後、入札で事業者を選定いたします。 

    １０、契約締結予定日ですけれども、本審議会承認後、入札後に締結をするというも

のでございます。 

    私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

会 長：ただいまのご説明につきまして、ご意見、ご質問がおありでしたらお願いいたします。

    Ｂ委員。 

Ｂ委員：今、豊島区の職員がやっている部分を民間に委託するということでいいんでしょう

か。単純に言ったら。 

会 長：事務局から。 

総合窓口課長：総合窓口課長です。 

    現在は、こちらの申請サポートは行っておりません。４月、５月は実施していました

が、昨年末からたくさんの申請をいただいていて、その交付の業務量が増えたので、一

時休止にして、交付業務に専念しております。ですから、今はやっておりません。 

会 長：Ｂ委員。 

Ｂ委員：ごめんなさい。今はやっていないけど、豊島区として独自で、本来は本人が申請して、

Ｊ－Ｌｉｓに郵送するんですよね、本当は。それができない人のヘルプを、この間、豊

島区はやっていたんだけど、これを委託するという、こういうことで、確かに今はやっ

ていないかもしれない、前やっていたと、こういうことだというふうに思います。 

    逆に言えば、区の、いわゆる正式な業務というと変ですけど、例えばよく国からこれ

をやりなさいと言われてやっている業務ではないというところもあるのかな。同時に、

だけど補助金が出て、やるならやってもいいよと、こういうこともやってきたと思うん

ですけど、どうですか。 

会 長：課長。 



審 議 経 過
№16 

総合窓口課長：総合窓口課長です。 

    申請サポートそのものを直接やりなさいということはないですが、委員がおっしゃ

ったように、まず、その業務について委託をすれば補助金は出ますし、まず、前段、大

本として、一応国は、来年度末までに、ほぼ全ての国民が持つようにしましょうという

ことで、補助金も来年度については出るということ、しっかり出るというふうな確認は

しております。 

    その中で、豊島区としても交付円滑化計画ということで計画を立てていまして、先ほ

ど申し上げたとおり、昨年末に申請書をお送りしたものの影響で交付数が増えているん

ですが、最近、夏ぐらいから、やっぱりまたがくんと下がってきておりますので、豊島

区の計画をなるべく達成するという意味もありますし、豊島区としても申請数を増やし

たいので、この取組をしているということです。 

会 長：Ｂ委員。 

Ｂ委員：私自身はマイナンバー制度ということとか、今の運用も含めて、やはり個人情報保護

という点では、この間のデジタル化法案も含めて、大変不満がありまして、制度そのも

のには反対です。だから、これを業務委託して、どんどん進めるということについて、

まず反対なので、反対ということだけは言わないといけないんですけど、反対なんです

けど、でも、ちょっとそれは置いておいて、結局、例えば、はっきり言えば、Ｊ-Ｌｉ

ｓのほうはマイナンバーそのものを知っているんだから、住所と名前と、わざわざ何で

マイナンバーを申請書に書かせるんですかね。書かなくても、住所と氏名と生年月日と

をちゃんと送れば、向こうはマイナンバーを分かっているんだから。 

    私は、何が一番マイナンバー制度でおかしいかというと、電子データだったら、もち

ろん、それが漏れる部分はありますよ、実際上。それはそれでシャットダウンをする方

法はあるんだけど、それに加えて、わざわざ紙ベースにすることによって、紙ベースで

保管するときのものすごい厳重にやらないといけないとか、本人は分からないというと

変ですけど、それをわざわざ書いたマイナンバーカードを持たされるとか、これ自体

が、マイナンバーが流出してはいけないという情報だったら、リスクを高めていると思

うんですよ。 

    今回もマイナンバーを使うというんだけど、百歩譲って、今度はマイナンバーを書か

なくても申請もできるし、何でこんなにわざわざこういう仕組みになっているんでしょ

うかね。 

会 長：課長。 

総合窓口課長：なかなか国が設計した制度で、私から、あまりこうですと、ずばり申し上げら

れないところもありますけれども、先ほど別紙２で説明いたしました、窓口業務委託の

流れという別紙２でございますけれども、先ほど説明いたしましたとおり、まず、委員

のご質問のうちの幾つかですけれども、ＩＤ付申請書、ＩＤというのが先ほど申し上げ

たとおり、マイナンバーから生成した２３桁の番号なんですけど、これを書いていただ

ければ、マイナンバー自体を書いていただくと、申請はできます。この番号は仮に流出

したとして、マイナンバーには戻せないと言われています。 
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    ということなので、まず、ＩＤ付申請書で申請した方については、委員ご指摘の部分

はちょっとないかなと。ただ、このパターンⅡとかⅢというふうに、例えばＩＤ付を持

っていなくて、白紙の申請書と呼んでいますけども、それでやりたいですといった方の

場合は、おっしゃったとおり、マイナンバーを書いていただかなければいけないので、

住民票などで、あるいは昔お受けした通知カードなどで確認をして、それは書いていた

だくということになります。 

    住所、氏名等でＪ－Ｌｉｓは分かっているのでというお話があったと思いますが、先

ほどのご審議の中でもありましたが、本人を特定できるかというところも大きいのかな

と思いますので、マイナンバーの書き違えもあるかもしれませんので、やっぱり一意の

番号、唯一のユニークな番号で申請していただいたほうが処理としても正確なのかなと

いうふうに思います。 

会 長：Ｂ委員。 

Ｂ委員：いや、だから、さっき言ったように住所と、氏名と生年月日と、昔は性別も入ってい

て、性別はいろいろあるから、これが住基の基本情報ではないですか。これで十分では

ないですかね。私はそう思っていまして、制度の仕組みがそうなっているからしようが

ないとおっしゃるんですけど、私はマイナンバー制度自体が、そういう意味ではわざわ

ざ紙に書かせるということ自体がおかしいなといつも思っておりまして。 

    以上です。とにかく、私自身がさっき言ったようにこの諮問には反対です。 

会 長：課長。 

総合窓口課長：昨年度あった特別定額給付金のときもそうですけど、あれもスマートフォンか

ら簡単にできますよということだったんですが、ご本人に入力していただいた情報が正

しいかというと、実は漢字の字形にしてもそうですし、住所にしてもそうなんですが、

住民基本台帳に載っているそのものをきちんと皆様が入力してくれるかというと、そん

なことはないんです。それで突合するのが実はすごく大変だったんですね、特別定額給

付金のときも。 

    ということで、４情報はいただいて、おっしゃるとおり、絞り込めはするんでしょう

が、作業のことを考えても、そういうふうな突合をしていくよりは、ユニークな番号を

使って、きちんと正確に正しくやっていくほうがいいのだろうなというふうに思いま

す。 

会 長：Ｄ委員。 

Ｄ委員：これは、マイナンバー独自の問題もあるとは思うんですけど、業務委託の問題なので、

第三者に業務を委託して、個人情報を出すリスクと比べて、削減される行政コストが膨

大なのであれば、つまり比較衡量して、削減される行政コストのほうが十分に大きいと

いうのであれば、承認できるのかなとは思ったんですが。 

    ただ、お話をお聞きして、本当に削減される行政コストが、出す個人情報に見合うも

のなのかというふうなところで若干心配になったのは、まず、業務量が７月、８月ぐら

いになって、申請数が落ちているので、そうなってくると、豊島区の職員でも対応でき

るようになってくるのではないかというのと。あと、マイナンバーは、来年度ぐらいに
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全員が申請する予定なので、それを前提に、来年度まで国庫補助対象というふうなこと

で、再来年度以降、打ち切られるということになってくると、補助がなくなっても、や

っぱりマイナンバーの申請は終わっていないので、この事業は残り続けるというふうな

ことになってくると、果たして、今想定している個人情報を出すことに見合う行政コス

トの削減というのが今後も継続し得るのかというのが、つまり、第一に、申請数が落ち

ているというふうなことと、第二に、国庫補助が打ち切られるかもしれないというふう

なあたりとの関係で、個人情報を出すことに見合った十分な行政コストの削減が将来的

も見込まれるのかというふうな見通しについて、確信があるのかというふうなことをお

聞かせいただければと思います。 

会 長：課長、お願いします 

総合窓口課長：先ほど申請数が増えていると申し上げましたが、国が、例えば未申請者に一括

発送するとか、マイナポイント事業を使って申請数を増やすという、国の施策に左右さ

れるものがあって、豊島区で計画的に読み切れない部分というのはどうしても出てきま

す。 

    先ほど、７５歳以上の人にまだ送っていないというお話をしたんですが、これが、た

しか１２月にまた送るということらしいので、また、そこである程度は、年齢が７５歳

以上の方ですので、どのぐらい増えるか分からないですが、それ以降は増えるというこ

ともあります。今回、１月、２月の２か月間ぐらいを考えているんですけれども、委員

がおっしゃったような、コストの比較というところで、２か月間、その業務専門で２名

から３名という人材をそこに張れるかというと、本当にこの先、申請者ががたんと減っ

て、交付数がゼロ近くなってしまうということが、もしあるとすれば可能かもしれませ

んが、そんなことはなくて、１，０００、２，０００代をキープしている中ですので、

きちんとコストの比較をしたわけではないんですけども、２か月、３人を張るというと

ころは、現状ではちょっと厳しいなというのが現場のほうの考えです。 

会 長：Ｄ委員。 

Ｄ委員：分かりました。その辺の見通しを立てて、随時見直しながら、コストとの比較でやっ

ていただくというふうなことであれば、あえて反対することもないかなとは個人的には

思っております。 

会 長：ほかのご意見がないようでしたら、これを是とするか、非とするか、確認をさせてい

ただきたいと思います。 

    是とする方は挙手をお願いいたします。 

（挙 手 多 数） 

会 長：お二人を除いて全員、あと残りの方は多数ということで、是とさせていただきます。

    それでは、次の諮問に移りたいと思います。 

区民相談課長：次の資料３・４、諮問第２０号から第２１号について、子育て支援課長よりご

説明申し上げます。 

子育て支援課長：それでは、ご説明させていただきます。諮問資料……・ 

会 長：着席で結構ですので。 
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子育て支援課長：失礼いたします。 

    資料３と４をお取り出しください。訂正がございまして、差し替えになりましたこと

をおわび申し上げます。 

    諮問資料３でございますが、まず、「としま子ども若者応援基金」を活用したひとり

親家庭への食糧支援事業に係る児童扶養手当受給者の個人情報の目的外利用でござい

ます。 

    内容でございます。児童扶養手当受給者の個人情報の提供を受け、児童扶養手当受給

者に対して、としま子ども若者応援基金を活用した食料支援の案内及び支援を行うもの

でございます。 

    対象者等につきましては、児童扶養手当受給者、推定約１，１００世帯となっており

ます。 

    収集先は子育て支援課でございます。収集方法につきましては、子育て支援課が保有

する児童扶養手当受給者のリストの提供を受けることとなっております。 

    理由でございます。児童扶養手当受給世帯に早期、かつ漏れなく支援を提供するため

でございます。 

    一括承認基準の該当につきましては、ございません。 

    過去の類似案件でございますが、医療・福祉支援寄附金を活用したひとり親家庭支援

事業に係る児童扶養手当受給者の個人情報の目的外利用となっております。 

    諮問理由でございます。一括承認基準の範囲に児童扶養手当受給者情報が含まれな

いためでございます。 

    取り扱う個人情報でございます、児童扶養手当受給者情報のうち、氏名と住所、児童

扶養手当受給世帯の児童情報のうち、氏名と生年月日となっておりまして、理由でござ

いますが、両方とも利用者に支援を案内・提供するためとなっております。 

    目的外利用する時期及び期間でございますが、本審議会承認後、１１月頃から利用開

始できるように作業を実施してまいります。 

    続きまして、資料４をお取り出しください。 

    としま子ども若者応援基金を活用したひとり親家庭への食糧支援事業の委託に係る

措置でございます。本事業は、児童扶養手当受給中の全てのひとり親世帯を対象とした

食料支援を民間団体に委託し、実施するものでございます。 

    内容でございます。としま子ども若者応援基金を活用しまして、児童扶養手当受給世

帯（推定約１，１００世帯）へ、食料支援を委託により実施いたします。別紙２「とし

ま子ども若者応援基金を活用したひとり親家庭への食糧支援事業委託の流れ」のとおり

となっております。事業内容は、支援事業を希望する者からの申込書の受領、区指定場

所での配布、または郵送などによる申込み者への支援物資の提供でございます。 

    該当者につきましては、同じく児童扶養手当受給者、推定約１，１００世帯となって

おります。 

    委託理由でございます。新型コロナウイルス感染症に伴う影響によりまして、ひとり

親世帯は依然として経済的に厳しい状況にございます。早期に本事業を実施する必要性
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がございますので、既にひとり親家庭支援の経験及びノウハウのある事業者を活用しま

して、業務委託をすることで、迅速、かつ質の高い支援の提供が可能となるためでござ

います。 

    効果でございます。経済面、精神面での負担が重い、ひとり親家庭の負担軽減につな

がると考えております。 

    一括承認基準の該当でございますが、類似案件はございません。 

    過去の類似案件でございます。医療・福祉支援寄附金を活用したひとり親家庭支援事

業の委託に係る措置でございます。 

    諮問理由につきましては、一括承認基準に該当しないためとなっております。 

    取り扱う個人情報につきましては別表をつけてございます。２枚目をご覧ください。

    「取り扱う個人情報」の項目につきましては、事業者が収集する情報は氏名、住所、

電話番号と家族構成になっております。その他、受託業務の処理のために必要となる個

人情報で、収集に当たって事前に甲と協議し、区の承認を得たものについては提供いた

します。理由につきましては、支援を提供するために必要であるためでございます。 

    続きまして、「情報の保護」についてでございます。別紙１「特記事項」のうち修正

した条項になります。変更した条項につきましては、第２条の取り扱う個人情報の範囲

などで、受託業務の処理のために区から提供される区の個人情報、受託業務の処理のた

めに収集する次の個人情報につきまして、特定される範囲の内容を明らかにしてござい

ます。⑥の「取り扱う個人情報」のとおりとなっております。 

    続きまして、第９条、持ち出しの制限でございます。業務処理上、必要であると認め

られるため、ただし、規定を設けて、持ち出しを「禁止」から「制限」と修正してござ

います。 

    前にお戻りいただきまして、審議する対象範囲でございます。別紙２の流れのうち、

次の範囲でございます。受託者が希望者への支援提供に必要な個人情報を収集する際の

取扱い。受託者が収集した個人情報を区に返還する際の取扱い。 

    委託先はＮＰＯ法人子どもＷＡＫＵＷＡＫＵネットワークを想定しております。 

    契約締結予定日は、本審議会承認後、１０月末頃と予定しております。 

    続きまして、流れについてご説明させていただきます。資料４、別紙２をご覧くださ

い。 

    今回の諮問事項になっております内容につきまして書かせていただいております。 

    対象者につきましては、子育て支援課で抽出しまして、①番、委託契約を締結いたし

ます。次に、②番、事業の案内及び申込書を支援課から児童扶養手当受給世帯へ送付い

たします。③番、希望者が申込書を受託事業者のほうに郵送いたします。ここで個人情

報が発生いたします。④番、区指定場所、または郵送による支援の提供を受託事業者か

ら行っていただきます。⑤番になります。希望がなかった方へ、案内の再送を区から行

います。その後、⑥番、再送を希望される方につきまして、希望者が申込書を受託事業

者のほうに郵送いたします。その後、郵送などによる支援の提供を経まして、⑧番、結

果の報告をいただきます。最終的に事業が終了したときには、個人情報の返還をお願い
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しております。 

    流れにつきましては以上になります。よろしくお願いいたします。 

会 長：ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問がありましたらどうぞ。 

Ｄ委員：では、よろしいですか。 

会 長：Ｄ委員。 

Ｄ委員：すみません。ちょっとお聞きしたいんですけども、前回、去年の７月３１日にかかっ

た医療福祉支援寄附金を活用した児童扶養手当受給者の個人情報の目的外利用のとき

は、児童扶養手当受給者の情報について、氏名、住所、性別、電話番号を使って、児童

情報について氏名、生年月日、性別を出していたんですけれども、今回、児童扶養手当

受給者の性別と電話番号を削って、児童扶養手当受給世帯の児童情報の性別を削ったの

は、前回必要で、今回不要になった理由を教えていただけますか。 

子育て支援課長：前回、区から案内をお送りするときには、そこまでの情報は必要がなかった

ということで削除させていただいております。申込みをいただくときに、ご本人様から

提供いただくことでご案内ができた、支援ができたということで、案内のところでは、

収集のほうについては削除させていただきました。 

会 長：Ｄ委員。 

Ｄ委員：そういうふうな説明になってくると、前回、本当は必要ではなかった情報を出してい

たということで、だから、そういうクリアに説明されると、ちょっと困るところもある

んですけれども、要は最小限の情報に削られたということで、ただ、この業務委託のほ

うでは電話番号を事業者が収集するという、その仕組みが変わったのは、目的外利用は

しないで、事業者が電話番号を収集するというふうな仕組みに変わったのは、ちょっと

どういうことなのか説明していただければ。 

会 長：課長からお願いします。 

子育て支援課長：申込みのときに、直接委託事業者のほうに申込みをしていただきますので、

そのときに、受け取りに来られなかったときに、ご連絡さしあげる必要が出てまいりま

した。なので、直接申込み者のほうから、申込みの段階で連絡先を伝えていただく方式

に変更させていただいております。 

会 長：Ｄ委員。 

Ｄ委員：分かりました。だから、当初の段階で目的外利用する必要はなかったというふうなこ

とで、前回の審議会のほうで十分に絞り込まなかったというふうなこともあるのかなと

いうことですが、情報を絞り込まれたというふうなことで、今回に関してはよろしいの

かなと思いましたが、去年の７月のものがしっかり審議しなかったということになるの

かなというところが、ちょっと反省すべきところなのかなというふうな気もしますが、

今回の点については一応了解いたしました。 

会 長：支援課長からお願いします。 

子育て支援課長：前回想定させていただきましたのが、申込書を送らせていただいたときに、

戻ってきてしまった場合にご連絡さしあげる必要があるということで、電話番号などを

記入いただいたんですけれども、戻ってくるもの、郵送物が前回なかったということ



審 議 経 過
№22 

で、こちらから直接届いていませんかというようなご連絡をさしあげないで、支援の申

込みのときで十分だったということで、前回と、やってみて必要であったか、なかった

かということが判断できたということで、必要のないものについては、今回削除させて

いただいたということになっております。 

Ｄ委員：分かりました。ありがとうございます。 

    そうすると、当初から性別は要らなかったのかなという気がしないではないような

気もしますけれども、要は、そもそも最近、履歴書でも性別とか書かせるのは問題であ

ったりしますので、これはそういうふうな配慮から、やはり性別が要らなかったと熟慮

されて変えられたというふうなことでよろしいんでしょうか。 

会 長：課長、お願いします。 

子育て支援課長：こちらにつきましても、ご案内さしあげるときに、女性ならではのものにつ

いて同封させていただいたりですとか、別のご案内ができるということも想定したんで

すけれども、前回も特にそういった形でのご案内をせずに、平等の、ひとり親家庭では

使用できるものについては同封できたんですけれども、特にそこで性別に関わるもので

出てこなかったということで、あえて今回は削除させていただいております。 

Ｄ委員：分かりました。十分に絞り込まれたということでよろしいのかなと思います。 

会 長：ほかにご意見、ご質問はありますでしょうか。 

    特にないようでしたら、決に移らせていただきたいと思います。 

    この諮問を是とする方は挙手をお願いいたします。 

（全 員 挙 手） 

会 長：全員挙手ということで、是とさせていただきます。 

    この諮問はこれで終了させていただき、次の諮問に移りたいと思います。 

区民相談課長：次の案件は諮問２２号でございますが、諮問２２号及び２３号は、報告１と密

接に関係する内容でございます。そのため、併せて説明させていただいたほうが、より

分かりやすいと存じますので、先に諮問第２４号をお諮りした上で、最後に諮問２２

号、第２３号及び報告１をまとめてご説明する順番に、会長からのご承認をいただけれ

ば、変更させていただきたいと存じます。 

会 長：承認いたします。 

区民相談課長：ありがとうございます。それでは、資料７、諮問第２４号について、健康推進

課長よりご説明申し上げます。 

長崎健康相談所長：長崎健康相談所でございます。健康推進課長と共にご説明させていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

    それでは、死産届に関する個人情報の目的外利用について、ご説明させていただきま

す。急に諮問を加えさせていただいて、ありがとうございます。 

    まず、内容でございますが、死産届に関する情報について、健康推進課（長崎健康相

談所）が情報提供を受けるものでございます。 

    対象者でございますが、死産届（死産の届出に関する規定）により、父母等が市区町

村長へ提出する届出でございます。年間約５０件程度と聞いております。 
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    収集先でございますが、総合窓口課から収集するものでございます。 

    収集方法でございますが、総合窓口課に届出された死産届から死産情報を基幹シス

テムの共有Ｓドライブに添付し、健康推進課にその都度メールで連絡するものでござい

ます。健康推進課は、共有Ｓドライブから死産情報を抽出し、総合保健福祉システムの

（健康管理システム）に情報処理するものでございます。後ほどフロー図でご説明させ

ていただきます。 

    理由でございますが、各母子保健施策を行うに当たって、妊産婦（妊産婦とは、ここ

でいう妊産婦は死産の場合を含んでおります）等への切れ目のない適切な支援を実施す

るためでございます。これにつきましては、添付させていただきました、厚生労働省子

ども家庭局母子保健課長及び厚生労働省統計管理官の連名の「母子保健施策のための死

産情報の共有について」という依頼文によるものでございまして、その中に、死産届を

受理する課においては、ここでは総合窓口課に当たりますが、母子保健担当課の求めに

応じて、死産届に関する必要な情報共有に努めるよう依頼があったためでございます。

    ３の一括承認基準の該当の有無でございますが、今のところ、累計なしと該当なしと

なっております。 

    過去の類似案件もなしとしております。 

    ５番目の諮問理由でございますが、先ほど申し上げましたように、各母子保健施策を

行うに当たって、妊産婦（死産の場合を含む）等への切れ目のない適切な支援を実施す

るためということで、過去の例になりますが、昨年度、新型コロナウイルス感染症に係

る緊急事態宣言が生じたときでございますが、区としまして、妊産婦に不織布のマスク

５０枚をお送りするときに、死産情報は保健所のほうに直接届出があった場合やお知ら

せいただいた場合は、その方たちについて抜いたのですけれども、総合窓口課に死産届

を出された方の情報がなかったために、その方にもそうしたものをお送りしたり、ま

た、東京都からの事業で、１万円のタクシー券を妊産婦に送るという事業がございまし

て、そのときも同様でございました。 

    それから、国の布マスクを妊産婦にさらに各２枚送るという事業も７月から９月末

にかけてございましたが、こちらも同様でございました。こうした事業があったことも

ございまして、先ほどの令和２年１１月２０日付の通知が出たというふうに理解してお

ります。 

    また、続いて、つけさせていただきました令和３年５月３１日の流産や死産を経験し

た女性等への心理杜会的支援等についてということで、この文面の２になりますけれど

も、地方自治体において活用可能な事業ということで、流産や死産を経験した女性等へ

のグリーフケア等の支援ということで、今後、こうした支援が求められるということが

想定されますので、そうした事業をしたいというときに、対象となる方々の情報を保健

所で把握していないということについて、やはり必要であろうということで、それが諮

問の大きな理由でございます。 

    取り扱う個人情報でございますが、母親の氏名、住所、生年月日、年齢でございます。

これは対象者を正確に抽出するために名簿出力上、必要なものでございます。また、死
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産があった年月日、届出日、対象者を抽出するために必要と思っております。それから、

もう一つ、単胎と多胎の別というのがございまして、これは、多胎の場合で二卵性の場

合、妊娠継続をする場合がございますので、その確認のためにやはり必要と思って、情

報として収集したいと思っております。 

    目的外利用する時期及び期間でございますが、本審議会承認後、直ちに利用開始でき

るように作業を開始したいというふうに思っております。 

    フロー図でございますが、区民（妊産婦）が死産届を総合窓口課に提出し、総合窓口

課で基幹システム共有Ｓドライブに死産情報データを貼付していただきます。作業終了

後に、健康推進課に貼付しましたというメールで連絡をいただき、健康推進課は基幹シ

ステムの共有Ｓドライブより死産情報を抽出し、総合保健福祉システム（健康管理シス

テム）に情報処理するものでございます。この情報処理したものを健康推進課と長崎健

康相談所が目的外利用するという流れになっております。 

    非常に雑駁な説明ですが、私からは以上でございます。よろしくお願いいたします。

会 長：ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問はおありでしょうか。 

    Ｂ委員。 

Ｂ委員：大変大事な問題だと思います。やはり流産、死産、そういう経験というのは、本当に

物すごく大変な経験というか、妊産婦さんにとってはなる。ただそれを、いわゆるこの

間、保健所が母子保健とかをやりながらも、その情報が共有されていなかったというの

は、やっぱりどこかで、どうやってやるかということで、今回指摘があったというのは

大事だと。 

    この資料を今ぱっと見せていただきましたが、活用についても、今後も、いわゆる母

子保健という立場から、それに対する対応もグリーフケアというのもやっていくとか、

あるいはそんな話も出ていて、大事だなと思っています。 

    私も今、調べ切っていないんですけど、いわゆる死産、流産、それから中絶というよ

うなことがありますけど、そういうことを正式に届けるのは、総合窓口課に全部届ける

ことになっているんでしょうか。 

会 長：課長、お願いします。

長崎健康相談所長：根拠となっておりますのは、先ほどお話しいたしました、ご説明に書いて

おります死産の届出に関する規定というもので、一応ここには死産届があった場合は届

けるという形になっているんですけれども、その死産届出書には、死産証書ということ

で、医師の記載がございますので、医師のほうでそれについて書いていただいて、それ

を届けるということで、例えばそうした医師にかからない場合とか、それは一応届ける

という規定にはなっておりますが、届け出られていない方もいらっしゃるかということ

は、想定はしております。

会 長：Ｂ委員。

Ｂ委員：何週だと中絶できて、何週だとできないとか、そういう意味では、そういうことも含

めて、いわゆる流産の場合は、では、基本的には医師がちゃんとやって、それを届ける

ことになっているというふうに考えていいんですね。医師が関われば、中絶も含めて届
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出をするという法律になっているということなんですか。

会 長：課長、お願いします。

長崎健康相談所長：すみません。この規定をお出ししていないので大変恐縮なんですけれど

も、公衆衛生時に、特に母子保健の向上を図るために死産の実情を明らかにすることを

目的にするということで、この規定は、死産とは、妊娠第４か月以降における死児の出

産をいい、死児とは出産後において心臓や随意筋の運動及び呼吸のいずれも認めないも

のということで、全ての死産はこの規定の定めるところにより届け出なければならない

というふうに、第３条に規定はされております。

会 長：Ｂ委員。

Ｂ委員：すみません。だから、ごめんなさい、いわゆる住民記録的なところ、総合窓口課とか

に届出を、そうすると全て医者が関わればするということになっているかどうかという

ことを聞きたかった。

    さっき話があったのは、一番最初にあったのは、そういうちゃんとした手続をせずに

やった場合なんかは分からないよという説明だったと思うんですね。それで、そういう

ことがあった場合に、届出をするのは父母等と書いてあるけど、では、場合によっては

医者もやるというふうになっているのかとか。

    何が一番言いたいかというと、逆に言うと、全てのそういう情報は行政は持っている

んだろうかということなんですね。中絶の経験とか、そういうのを役所に届けると、私

は聞いたことがあまりなかったものですから、そこは難しいのではないかなとちょっと

思ったんですが、どうですか。

会 長：事務局から。

健康推進課長：長崎健康相談所長のほうから申し上げましたとおり、４か月以降は死産として

扱うということなので、その場合は、医師の届出をもって届出がなされます。

    一方、中絶件数というものは別途把握してございますけれども、すみません、勉強不

足で。そこを個々の事例として出しているかはちょっと認識しておりません。件数だけ

だったと思います。

会 長：Ｂ委員。

Ｂ委員：分かりました。だから、多分いわゆる４か月以上で出さないといけなくて、届け出し

ていれば、この方がそうだという個人情報として行政が持っていて、それについて、ま

ず共有しましょうという、こういう今回の目的外利用だということで確認をさせていた

だきました。

    さっき、最初から言ったように、やはりこれは情報としては共有は必要だろうし、し

かしまた同時に、物すごくセンシティブで、知られたくない、言われたくないという本

人もあるので、やはり取扱いには本当に、まだ全部読んでないんですけれども、ちょっ

とすみませんが、注意しながら、でも、一人一人が大切にされるような方向でやられて

いくことを要望しておきます。

    以上です。

会 長：Ｅ委員、お願いします。
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Ｅ委員：年間２万人の方が、日本では死産、流産で亡くなられるということで、私も伺って、

国も早急な対策に出てきたということで、特にこの添付されている東京都からの発信を

見ても、死産の情報が届かなかったということによる非常に心理的負担というようなこ

ともこの文章で書いてありまして、やはりここは何とかしないといけないということ

で、今、課長からもお話を伺ったところです。

    それで、こういうことによって、そうした心理的な負担ということを削減するととも

に、今後、今やっている産後鬱対策というところにも支援、実際にそういうサービスを

受けられるようにということになってくるんだと思いますけども、この辺は今、現状は

どうなっているんでしょうか。

会 長：事務局からお願いします。

健康推進課長：産後鬱対策に関しましては、委員、ご懸念のとおりでして、コロナの影響もあ

るとは言われておりますけれども、基本的には、新生児訪問、赤ちゃん訪問ということ

で、全家庭に対して保健師、または助産師が訪問を行っております。

    また、その上で、出産よりも前から全妊婦の方にゆりかご面接というものを助産師が

行っておりますので、まず、出産前の段階で、聞き取りの中で、少しこの方はリスクが

あるのではないかという方に対しては、ハイリスクの方には個別的な支援計画を作成い

たしますし、そうではない方も定期的にフォローをしていくと。

    そして、出産後に、さらに鬱の傾向を測る数値というものがございますので、そうい

ったものが高い方に関しましては、産後ケア事業というものをご案内して、母体を休め

て育児を確立するための、事業の確立といったことも目的にしながら、そういった事業

もご案内してフォローはしてまいります。

会 長：Ｅ委員、お願いします。

Ｅ委員：今後はそういった死産、流産で亡くなられた場合も、そういうケアをしていくという

ようなことになっていくのかなというふうには思っているんですけども、そういう意味

では、今回の目的外利用については、そうした情報を共有していただいて、的確なサー

ビスが提供できるようなきっかけとなるというふうに思っておりますので、確認させて

いただきました。

会 長：ほかにございませんようでしたら、決に移らせていただきます。

    本諮問を是とする方は挙手をお願いいたします。

（全 員 挙 手）

会 長：全員挙手ということで、是とさせていただきます。

    それでは、次の諮問に移らせていただきます。

区民相談課長：次は、資料５、６、諮問第２２号、第２３号について、引き続き、健康推進課

長よりご説明申し上げます。

    また、先ほどご説明させていただきましたとおり、報告１と関連が深い案件となりま

すため、報告１も併せてご説明いたします。

    なお、報告１につきましては、お手元の規定集の赤いインデックス「基本的な考え方」

の４９ページにございます「業務委託に関する審議会事前一括承認基準」に該当する業
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務を新規に行った場合は、諮問を省略して委託が可能なもので、そのご報告をするとい

うものでございます。内容につきましては、審議会事前一括承認基準に合致しているこ

とは既に確認しております。

会 長：お願いいたします。

健康推進課長：よろしくお願いいたします。着座にてご説明いたします。

    では、資料５、資料６、報告１まで、まず続けてご説明でよろしいでしょうか。

会 長：それでお願いいたします。

健康推進課長：はい。お願いいたします。

    まず、資料５をご覧くださいませ。

    諮問資料（電算処理）、件名としましては、項番１、在宅医療・介護連携のための完

全非公開型ＳＮＳの導入のための電算処理ということです。

    項番２、業務の概要です。こちらは、自宅療養者の方が非常に増えていて、その方々

のフォローアップをどういうふうにしていくかということは大きな課題になっており

ますけれども、その中のシステムとして、既に他の自治体で活用されているものを導入

できないかというご相談になります。

    内容ですが、新型コロナウイルス感染症陽性者のホテル療養、これは主に都の場合は

東京都が運営しております。酸素ステーション、現在も東京都が運営をしております。

それで使用されている「完全非公開型医療介護ネットワークシステム」、商品名を「Ｌ

ＡＶＩＴＡ」という、日本光電という会社が実施しているものでございます。ＬＡＶＩ

ＴＡと申し上げます。そちらを用いて、新型コロナ自宅療養者の健康状態について、健

康観察を委託する地域の医療関係者と情報を共有し、受診を調整するなどを行うための

電算処理を行います。ＬＡＶＩＴＡを活用することで、新たな電算処理により取り扱う

個人情報の諮問になります。

    対象者ですけれども、新型コロナウイルス感染症の患者様で、入院申込み中の自宅待

機及び状態観察が必要とされる自宅療養者の方になります。

    理由ですけれども、申し上げましたように、健康観察ツールとして、既に東京都等に

おいて活用されているこのシステムは、患者様の状況を的確に把握し、往診が必要な場

合、受診が必要な場合の調整を即時に行うことができます。区内で入院の自宅待機、ま

たは自宅療養となった方の命を守ることに寄与することとなるためが大きな理由にな

ります。

    項番３、一括承認基準の該当の有無は、該当はございません。

    過去の類似案件も該当がございません。

    ５番、諮問理由ですけれども、本業務は、新たな保有個人情報の電算処理であるため

です。

    取り扱う個人情報ですけれども、電算処理するものとしましては、本システムの利用

を承諾した患者の状況等のやり取りであり、別表のとおり。後ほどご説明いたします。

理由としましては、医療関係者と区が、主に保健所ですけれども、情報共有することに

よって、自宅待機者、自宅療養の区民がよりよい医療が迅速に受けられるということに
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なります。

    開始時期は本審議会の承認後と考えております。

    別表２をご覧ください。

    取り扱う個人情報ですけれども、基本情報としまして、氏名、性別、生年月日、年齢、

住所、電話番号、家族等の状況になります。医療介護で必要な情報としましては、基礎

疾患、病状の経過、使用薬剤、医療検査データ、そして、１２番として、レントゲン等

の画像データを示しておりましたが、こちらは再度内容を見直しまして、削除させてい

ただくこととしました。訂正になります。申し訳ございません。１３番として、その他

医療介護関係者の連携に必要となる情報、経過の中で必要な情報が出てきたら、それも

含めていただくということにしております。

    あわせまして、資料６、本件に関する電子計算機の結合に関する資料をご覧くださ

い。

    件名、同じく、ＳＮＳの導入のための電子計算機の結合になります。

    内容は申し上げたとおりで、適切な医療にＬＡＶＩＴＡを用いてつなぐことができ

るように、電子計算機の結合を行います。

    対象者は同じになります。

    ３番、相手先としましては、新型コロナウイルス感染症患者様の健康観察業務委託事

業者、こちらは歯科医師会、訪問看護ステーションと書かせていただいておりますが、

少しご説明いたしますと、今、池袋保健所のある建物の中にアゼリア歯科というところ

がございます。今回、こういった自宅療養者の情報をまず委託の方にお渡しするに当た

って、その個人情報が非常に重要であるので、どういった形で個人情報を共有するかと

いうところを医師会含めて検討してまいりました。

    アゼリア歯科さんのほうに、次の報告事項にも入るんですけれども、この方をお願い

したいということを、同じ建物であるので、一旦そちらに情報をお持ちして、そこで情

報の処理をいただいた上で、訪問看護ステーションに、こういった方の依頼が来ている

からお願いしますということで投げていただく。その上で、訪問看護ステーションが必

要なときには医師会と連携をしながらフォローをしていただくと、そういう仕組みにな

ってございますので、この２団体の名前が出てございます。

    ４番、結合方法ですが、区の職員が区所有の端末から結合いたします。理由は先ほど

と同じです。

    項番５番に飛びまして、諮問理由でございますけれども、本業務は新たな個人情報を

含んだ電子結合の可能性があるためです。

    取り扱う個人情報は同じですけれども、理由としましても、よりよい医療が受けられ

るためと考えております。

    同じく審議会承認後に開始を考えております。

    別表は同じですが、ご覧ください。先ほどと同じように、１２番のレントゲン等の画

像データは、内容を見直しましたので、今回削除させていただきます。基本情報１から

７番、医療介護情報８、９、１０、１１、１３ということでお届けをしております。
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    こちらが新しい、いわゆるツールを使って、電子カルテというか、非常に閉じた状態

でのカルテといいますか、その患者様の様子を見られる状態なんですけど、では、今は

どうしているかということなんですけれども、報告事項として、ちょっと申し上げてい

ることがございますので、ご覧ください。報告１になります。

    業務委託報告資料になります。件名、新型コロナウイルス感染症患者等の健康観察業

務委託。

    項番２、業務の内容ですが、患者等に対する電話による健康観察です。内容は、区内

で入院の待機及び自宅療養となった患者様に対する電話による健康状態の観察及び状

態が悪化されたときの医療の調整を委託してございます。

    対象の方は、新型コロナウイルス感染症の患者様の中で、入院待機中の方及び状態観

察が必要な自宅療養者ということで、１日に、こちらは見積もって３０人としておりま

すが、大体、中等症１以上の方ということになります。

    報道等にもありますように、自宅療養者の数は非常に増えているということで、豊島

区においては、９月３日の集計ですと、全ての療養者が９７７人いらして、その中で自

宅待機及び自宅療養になっている方が７５６名、７７．４％の方がそういった状態にご

ざいます。

    ただ、その中で中等症１以上というと、１日の大体の見積りでいくと、１０名から１

５名が出てくる感じです。もちろん、最初軽症であって、その後、中等症に移行される

方がいらっしゃるんですが、届出の段階で、既にこうした医療が必要になるだろうと思

われる方は、割合的にとても高いわけではございません。

    一方で、そういった方々への、数が少なくても、１人当たりに、聞き取りであったり

とか、医療調整であったりとか、非常にケアに時間がかかるというのが実情でございま

して、状態が非常に悪い場合には往診を手配して、その後入院を手配してということ

で、１日に一人しか対応できないとか、そんなこともございます。ということで、１日

３０人の委託ではあるけれども、そのことで保健所の業務で主な部分を占めている部分

が非常に医療につなげられるということで意義深いと考えてございます。

    長くなりました、すみません。理由ですけれども、状態変化に２４時間の対応が可能

となります。訪問看護ステーションの方々がこの番号におかけくださいということで、

番号を伝えていただいております。命を守ることができると考えます。医師会や往診医

の特別な医療団体もございますので、そういったところを活用しながら医療につなげて

ございます。

    ３番、取り扱う個人情報ですけれども、先ほど申し上げたものに加えまして、緊急連

絡先、家庭環境等も加えてございます。事業者が収集するものとしましては、健康状態、

医療状況になります。

    収集禁止事項の有無はございません。

    項番５、守るべき事項の該当性ですけれども、個人情報保護の管理責任体制は所管課

により確認をいたします。取り扱う個人情報のセキュリティー対策に関しましては、個

人情報を紙媒体で提供する委託になります。申し上げました資料５、資料６の諮問の部
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分がまだ通ってございませんので、現在はまず、患者さんそれぞれのカルテをお持ちし

て、紙媒体で情報を提供してございます。３、業務の再委託ということは、再委託の内

容は電話による健康観察で、再委託先が豊島区看護師会となります。委託先が歯科医師

会であるのは先ほど申し上げた事情になります。

    審議会事前一括承認の該当性に関しましては、類型１７に該当いたします。

    委託の時期ですけれども、こちらの書類では、令和３年９月空欄から継続としており

ますが、調整が整いましたので、８月３１日に契約を締結しまして、もう既に業務を開

始してございます。

    こちらの資料、別紙の最後のページをご覧ください。流れがございます。

    個人情報の流れとしまして、左端が患者様、真ん中が区、すなわち保健所、右側が委

託業者、すなわち歯科医師会であり、看護師会でございます。

    まず、①番として、保健所が疫学調査を行う場合に、ご本人に委託の業者による健康

観察を行うということを了承いただきます。了承された場合に、委託業者に対して、③

個人情報の中に書かれている情報を送付とありますが、現在まず紙でお持ちして、歯科

医師会、アゼリア歯科のほうでスキャンをいただいて、情報をまとめていただいた上

で、さらに訪問看護ステーションに投げていただくという形になります。情報が整いま

すと、電話による健康観察及び緊急時には訪問看護の方がご訪問いただいたり、医療の

提供の調整になります。体調悪化時には随時健康相談ができるというところが⑤です。

最終的に、健康観察期間が無事に終わりましたら個人情報の返還ということで、保健所

のほうにお戻しいただくことと、業務報告の提出をいただくことになっています。

    こちらがご報告になります。

    ご説明は以上です。

会 長：ただいまの件に関しまして、ご質問、ご意見がございましたら、お手を挙げてくださ

い。

    Ｆ委員、お願いします。

Ｆ委員：資料を拝見させていただきました。情報提供の中で、例えば資料５、それから資料６

のところでは、家族等の状況というふうなデータ提供があります。また、報告書のほう

では、第２条のところでは家庭環境、若干言葉は違っていると思いますけれども、事業

ごとに表現を、データを集める内容によって、若干表現は変えていると思いますが、こ

の事業に関わるところの情報ということで、主に主要点としてはどうなんですか。家族

構成とはまたちょっと違うと思いますけど。

会 長：事務局の課長、お願いします。

健康推進課長：ありがとうございます。家庭環境というところで、最も大きいのは国籍、国名

までは問いませんけれども、日本語が通じる相手なのか、外国人なのかということで調

整の部分が少し変わってくるということであったりとか、あと、濃厚接触者として、お

子様がいらっしゃったり、ご高齢の方がいらっしゃったりということで、その分の調整

も急ぐような場合もございますので、そういったことを含めて家庭環境と書かせていた

だいております。
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会 長：Ｆ委員。

Ｆ委員：念のためということで、条例のほうを見てみますと、適正情報の収集、収集禁止事項

ということで、それに触れない中で情報を収集するということで確認させていただきま

す。

    以上です。

会 長：Ｇ委員、お願いいたします。

Ｇ委員：すみません。もし聞き違いだったら申し訳ないんですけど、医療介護情報の中で、レ

ントゲン等の画像データを消してくださいと、今話がございましたけど、間違いないん

ですか。これはなぜですか。

健康推進課長：当初、レントゲン等の画像データを考えていたんですけれども、実際にこれま

でほかの方々も病院とのやり取りの中で、レントゲンの所見を耳で、言葉で聞くことは

あっても、画像を見せてもらうということはまずなかったということで、こちらはやっ

ぱり必要がないかなという判断に至りました。画像の所見というものは、医療検査デー

タの中に含まれてきますので、画像そのものを見る必要はないという判断に至りまし

た。

Ｇ委員：そういうことですね。分かりました。歯科医師会なので、レントゲンのデータが読め

ないのかなという、医療データが。ちょっと気になったもので。だったら、抜本的に依

頼先を変えるべきではないかなと。というのは、画像データというのはとても大事なの

で、特にコロナの場合。ちょっと気になりましてご質問させていただきました。了解し

ました。

会 長：Ｂ委員。

Ｂ委員：コロナ対策の本当に最前線で頑張っておられる課長、本当にお疲れさまです。

    それで、今の説明で、実際にもうこの業務委託の業務は始まっていると。それで、同

時に、これから使うＳＮＳはこの承認の後ということであり、かつ、既に東京都が使っ

ているものだということが分かりました。

    そういう中で必要なものだろうということが分かりますので、諮問には賛成をする

んですが、ちょっとやっぱり、何で歯科医師会が、ここで、まず委託を受けたのかとい

うのは、なかなか分かりにくいと思うんです。アゼリア歯科があるからと言われても、

だからというふうにはなかなかちょっとイメージとしてならないので、変な話、訪問看

護の看護師会が全部直接受ければいいわけではないですか、すっきり。そうするとすっ

きりするのに、なぜ歯科医師会が受託をする形になったかというのをもうちょっと分か

りやすくお願いします。

健康推進課長：ありがとうございます。大きく２点ございまして、まず一つは、訪問看護ステ

ーションの方にご依頼をするときに、当初、私たちは、保健所に訪問看護ステーション

の方に来ていただいて、そちらで紙を見ながらやり取りをしてということを考えてござ

いましたが、訪問看護ステーションの方はその専属ではございませんので、通常の業務

がおありの中で並行してやっていただくという難しさもあり、訪問看護ステーション

は、それぞれのステーションにいらっしゃるというところはなかなか変えられない。
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    そうなると、どうやって情報を渡すかというときに、スキャンする、パスワードとか、

いろいろ考えたんですけど、すごいたくさんの量の方をお渡しするときに、発生届等の

間違いが起きては非常に問題であるということで、その部分が非常に高いハードルがご

ざいました。そういったこともあって、歯科医師会の先生方にご協力いただけるという

話が出てきました。

    その背景としまして、豊島区のほうでＴＩＴと言われるとしま区在宅感染対策チー

ムというものがございまして、Ｔｏｓｈｉｍａ Ｉｎｆｅｃｔｉｏｎ Ｃｏｎｔｒｏｌ

Ｔｅａｍ、ＴＩＴというものがコロナ禍で立ち上がってございました。ＭＣＳというＭ

ｅｄｉｃａｌ Ｃａｒｅ Ｓｔａｔｉｏｎという、そちらも閉じたネットワークがある

んですが、現在、これが始まる前は、患者様の往診等を依頼するときには、豊島区の保

健所もそのメンバーに入って、その場でご依頼をする形を取っていたんですけど、その

メンバーの中に歯科医師会の先生方も深く関わっていらっしゃいました。こういった方

の往診というときに、常に歯科医師会の先生方も問題意識を持って関わってくださって

いたので、豊島区全体として、支援という考えから協力いただいていると、そんな流れ

になります。

会 長：Ｂ委員、お願いします。

Ｂ委員：そういうところでアゼリア歯科は保健所にもあるので、そこを事務局的な取扱いをお

願いしているというふうになっていて、分かりました。

    それで、あとは、先ほど画像データもということなんですけど、あと、基本的には区

として、中等以上の方の健康観察については、もう看護師さん等にお任せというか、そ

の部分をやっていただいて、それ以外の部分をやるとともに、疫学調査ということもや

っていくということがあって、やる仕事はまだまだいっぱいあるというところだろうと

いうふうに思います。

    あと、ごめんなさい。何かを聞こうと思ったんですが、ちょっと忘れてしまいました

が、取りあえず忘れてしまったので、以上で。結論も申し上げました。

Ｇ委員：Ｇ委員、お願いします。

Ｇ委員：すみません。ちょっとしつこいんですけど、画像データの件なんですけど、これは医

療検査データの中に入っているというふうにおっしゃっていたんですけど、これは例え

ば現場で、看護師さんなりなんなりが、スマホなりなんなりで視認できるような形にな

っているんですかね。それとも、こうですという文書だけなんでしょうか。

    とてもこういう基本的に大事なものなんだと思うんですね、この部分は。特に文章よ

りも、常に状況が動いておりますから、特に家庭なんかの場合ですと、なかなかそうい

ったものはございませんから。逆に、そういった画像データがあると、極めて迅速に判

断しやすいと思うんですね。それをあえてここから、大事なデータなのではないかなと

ちょっと思ったもので。

    それが、先ほど課長がおっしゃったように、医療検査データの中に入っているのでし

たらば、大変申し訳ない質問なんですけれども、もしそれがそうでなければ、できれば

画像で見られるような、せっかくここまでやるんですから、システムをつくっていただ
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ければなというふうにちょっと思ったもので、お話をさせていただきました。

    以上です。

会 長：事務局、お願いします。

健康推進課長：ご意見ありがとうございます。医療としては個々の先生方が保有されるものだ

と思うんですけれども、やっぱり所見として、コメントで出てくるので、画像の所見を

話し合う場ではない、どう読むかを話し合う場ではない。コロナは非常に典型的な画像

が多いものですから、そういったコメントを取ることで、十分、中等度からどう移行し

ているかという判断は可能と考えました。

    これまで多くの重症の方の入院調整をしてきていますけど、やっぱり呼吸状態とし

てパルスオキシメーターの数値であったりとか、あと、全身チアノーゼが出ていると

か、呼吸回数が幾つとか、そういうバイタルのところで非常に入院につなげていくこと

が多いもので、レントゲンの所見が変わっているということが必須ですと、逆に取れな

い人も非常に多かったりしてということもあるので、今のところはこれで十分なデータ

かと思っておりますが、ご意見として頂戴いたします。ありがとうございます。

Ｂ委員：では、思い出しました。

会 長：Ｂ委員、お願いします。 

Ｂ委員：東京都が使っているシステムの内容は多分あるんだろうと思うんですね。そこに画像

データは入っているというようなことになるんですか。そうでもない。なぜ、そもそも

画像データというのが出てきたかというのが、削除されたからこそ、ちょっと気になっ

てしまうんだと思うんですね。 

    これは、普通は必要だろうというふうに皆さん思う。私もそう思ったので、そこのと

ころで、私はただ、やっぱり画像データは結構重たかったりいろいろするし、なくても

いいなら、ないほうがいいなとか、いろいろちょっと思ったりしたんですけど、なるべ

く載せなくていいものは載せないということもあるし、実際上の運用が、やってみた

ら、私の理解で、言葉で中等症１ですとか、今度は中等症２程度に肺炎の状況がさらに

ひどくなりましたと書いてあれば、それで、今度は緊急入院ですよとか、そういうこと

が看護師さんなりが分かればいいという程度で、程度と言ったら悪いかな、ということ

なのかなと個人的には理解したんですね。 

    そもそも、そこにあるリストそのものが、さっき言った非公開型ＳＮＳの導入の中に

既にあって、今まで使っていたものかどうか。区として、新たにこれが必要だろうとや

ったのか、その辺も改めてちょっとお伺いします。 

会 長：事務局からお願いします。 

健康推進課長：まず、ＬＡＶＩＴＡのイメージが伝わりにくい部分があるかと思います。失礼

いたしました。 

    ご入院された経験がおありの方がどれぐらいいらっしゃるか分からないですけど、

病棟とかで使う看護師さんの経過板、温度板みたいなものがありまして、それには、昔

は手書きだったんですけど、熱型が書いてあって、バイタルの数値が書いてあって、医

師のコメント、画像所見、治療内容みたいなものが一覧で見れるようになっているもの
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が、そういったものをイメージしてございます。そこのところに画像が貼り付けてある

かと、それはもう個別のところに飛んでいく話なので、そこまでは要らないという感じ

のイメージです。 

    やっぱり肺の画像だけれども、本当にちゃんと判断するには、全てＣＴまで見ないと

分かりません。アプリ上でＣＴの画像を見られるかといったら、それは非常に重いこと

になってしまうので、そこまでは必要ないかなと思います。所見として、コメントがど

うなったか、サマリーを文字で書き込むことはできると思います。 

    あと、これまで使ってきたＭＣＳの中で取り扱われていた情報と同じかということ

は、同じでございます。 

会 長：それでは、諮問第２２号、並びに２３号、併せて確認を取りたいと思います。 

    これについて、是とする方は挙手をお願いいたします。 

（全 員 挙 手） 

会 長：全員挙手ということで、いずれも是とさせていただきます。 

    報告事項も終了ということで、これで本日の議題は終了させていただきます。 

    最後に、事務局より連絡事項がありましたらお願いいたします。 

区民相談課長：本日は、お忙しい中、誠にありがとうございました。 

    今回は、前回、第２回審議会からの継続案件及び急遽案件として加えさせていただい

た３件を含む７件について、ご審議いただきました。 

    また、今回も緊急事態宣言中の開催となり、大変な時期にかかわらず、お集まりいた

だき、誠にありがとうございました。 

    前回、第２回会議録については、作成に手間取っておりますため、後日、郵送にてご

確認いただきたく、原稿をお送りいたします。原稿が届きましたら、お手数ではござい

ますが、ご発言内容等をご確認いただき、誤り等がございましたらご連絡くださいます

よう、よろしくお願いいたします。 

    また、ここでお知らせがございます。デジタル社会の形成を図るための関係法律の整

備に関する法律等が令和３年５月１９日に施行されました。これに伴いまして、個人情

報保護制度の見直しも行われ、個人情報保護法も改正されます。個人情報の改正に伴う

条例の改正等については、ガイドラインの発表が令和４年春に予定されておりますた

め、詳細が分かり次第、情報提供させていただく予定でございます。 

    次回は、令和３年度第４回審議会でございます。１２月の開催を予定しております。

今後、日程調整のご連絡をいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

    事務局からは、以上でございます。 

会 長：それでは、本日は、これにて閉会とさせていただきます。ありがとうございました。
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合 議 結 果 

議 事 

次の諮問事項について審議し、これを承認（答申）した。 

諮問第１８号 

私債権等管理支援事業の委託に係る措置 

諮問第１９号 

マイナンバーカード申請サポート窓口業務委託に係る措置 

諮問第２０号 

「としま子ども若者応援基金」を活用したひとり親家庭への食糧

支援事業に係る児童扶養手当受給者の個人情報の目的外利用 

諮問第２１号 

としま子ども若者応援基金を活用したひとり親家庭への食糧支

援事業の委託に係る措置 

諮問第２２号 

在宅医療・介護連携のための完全非公開型ＳＮＳの導入のための

電算処理 

諮問第２３号 

在宅医療・介護連携のための完全非公開型ＳＮＳの導入のための

電子計算機の結合 

諮問第２４号 

死産届に関する個人情報の目的外利用 

次の事項について報告された。 

（１）新型コロナウイルス感染症患者等の健康観察業務委託 

提 出 さ れ た 

資 料 等 

資料１ 私債権等管理支援事業の委託に係る措置 

資料２ マイナンバーカード申請サポート窓口業務委託に係る措置 

資料３ 「としま子ども若者応援基金」を活用したひとり親家庭への

食糧支援事業に係る児童扶養手当受給者の個人情報の目的外利

用 

資料４ としま子ども若者応援基金を活用したひとり親家庭への食糧

支援事業の委託に係る措置 

資料５ 在宅医療・介護連携のための完全非公開型ＳＮＳの導入のた

めの電算処理 

資料６ 在宅医療・介護連携のための完全非公開型ＳＮＳの導入のた

めの電子計算機の結合 

資料７ 死産届に関する個人情報の目的外利用 
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報告１  (１) 新型コロナウイルス感染症患者等の健康観察業務委託 


